
庁議等における庁内意思決定の流れ （令和３年４月１日改正）
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関係部課長会議
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調整会議
部門間で横断的な調整を図る
必要がある特に重要な案件

庁内委員会（委員長＝副市長）
例）前橋市新議会棟整備検討委員会

前橋市資産利活用推進委員会 等

庁議（審議事項）＝方針決定
・市政運営の基本方針の決定に関すること
・重要な事務事業の計画決定及び事業調整に関すること
・重要事項に対する市の見解の統一に関すること
・重要な行事の決定に関すること
・その他市長が必要と認めること

庁議（報告事項）

起案・決裁

事業実施


